
【資料3-4】

（参考資料）評価の基本的な考え方・方針に係る他事例について(対象：私立から公立化，かつ市単独設置で状況が公開されている５事例)　※地方独立行政法人法改正前

項目 公立千歳科学技術大学 長野大学 福知山公立大学 山陽小野田市立山口東京理科大学 周南公立大学

名称 公立大学法人公立千歳科学技術大学の業務
実績評価方針(2ページ)

業務実績の評価に関する基本的な考え方 (2
ページ)

公立大学法人福知山公立大学の業務の実績
に関する評価方針(2ページ)

公立大学法人山陽小野田山口東京理科大学
業務実績の評価に対する基本的な考え方(2
ページ)

公立大学法人周南公立大学の業務実績評価
の基本的な考え方(4ページ)

評価の目的 １ 評価の目的
  法人運営の質的向上を促進することを目
的とする。

１ 評価の目的
(1) 評価により，大学の業務運営の継続的
な質的向上を促進すること
(2) 評価を通じて，市民・地域・産業界・
学生・保護者・卒業生・高校生など，地域
社会への説明責任を果たすこと

※前文として
この方針は，公立大学法人福知山公立大学
評価委員会（以下「評価委員会」とい
う。）が公立大学法人福知山公立大学（以
下「法人」という。）の業務実績評価を実
施するにあたっての基本的な考え方や評価
方法等について定めるものである。

１ 評価の目的
 (1) 評価により，山陽小野田市立山口東京
理科大学の継続的な質的向上を促進するこ
と
 (2) 評価を通じて，社会への説明責任を果
たすこと

基本方針 ２ 基本方針
（１） 評価は，大学における教育研究の特
性に配慮して行うものとする。
（２） 評価は，法人の自己点検・評価に基
づいて行うことを基本とする。
（３） 評価は，書面調査，ヒアリング及び
現地視察を通じて行うものとする。
（４） 評価は，中期目標の達成に向けた中
期計画又は年度計画の実施状況を確認する
観点から行うものとする。
（５） 法人運営の継続的な改善・質的向上
に資する評価を行う。

２ 基本方針
(1) 評価は，教育研究の特性，自主性，自
律性に配慮しつつ，法人の継続的な質的向
上に資するものとする。
(2) 評価は，中期目標・中期計画の達成状
況を踏まえ，法人の業務実績全体について
総合的に行う。
(3) 評価は，一連の過程を通じて，法人の
状況を分かりやすく示し，社会への説明責
任を果たすものとする。
(4) 評価は，法人が自主的に行う組織・業
務全般の見直しや次期の中期目標・中期計
画の検討に資するものとする。
(5) 評価の仕組みについては，必要に応じ
て工夫・改善を行う。

１ 評価の基本的な考え方
（１）評価は，法人の教育研究の特性や運
営の自主性，自立性に配慮して行うものと
する。
（２）評価は，中期目標・中期計画の達成
状況等を踏まえ，法人の組織・業務運営等
に関して総合的に行い，改善すべき点等を
明らかにすることにより，法人運営の質的
向上に資するものとする。
（３）評価は，法人が自主的に行う組織・
業務全般の見直しや次期の中期目標・中期
計画の検討に資するものとする。
（４）評価を通じて，法人の中期目標・中
期計画の達成に向けた取り組み状況やその
成果をわかりやすく示し，市民への説明責
任を果たすものとする。
（５）評価方法については，必要に応じて
工夫・改善を行うものとする。

２ 基本方針
(1) 評価は，教育研究の特性，自主性，自
律性に配慮しつつ，公立大学法人山陽小野
田市立山口東京理科大学（以下「法人」と
いう。）の継続的な質的向上に資するもの
とする。
(2) 評価は，中期目標・中期計画の達成状
況を踏まえ，法人の業務実績全体について
総合的に行う。
(3) 評価は，一連の過程を通じて，法人の
状況を分かりやすく示し，社会への説明責
任を果たすものとする。
(4) 評価は，法人が自主的に行う組織・業
務全般の見直しや次期の中期目標・中期計
画の検討に資するものとする。
(5) 評価にかかる業務が法人の過度の負担
とならないように留意する。
(6) 評価の仕組みについては，必要に応じ
て工夫・改善を行う。

※前文として
この基本的な考え方は、周南市公立大学法
人評価委員会（以下「評価委員会」とい
う。）が、公立大学法人周南公立大学（以
下「法人」という。）の業務実績の評価を
実施するにあたっての基本方針及び評価の
方法等について定めるものとする。

１ 基本方針
（１）評価は，大学における教育研究の特
性や運営の自主性，自律性に配慮して行う
ものとする。
（２）評価は，中期目標の達成に向けた中
期計画または年度計画の実施状況を確認す
る観点から行うものとし，次期の中期目
標・中期計画の検討に資するものとする。
（３）評価は，法人運営の継続的な改善・
質的向上に資する評価を行うものとする。
（４）評価は，中期目標の達成に向けた取
り組みを分かりやすく示すことによって，
透明性の確保を図るとともに，社会への説
明責任を果たすものとする。
（５）評価は，必要に応じて工夫・改善を
行うものとする。
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評価事項
（評価の種
類）

― ３ 評価事項
地方独立行政法人法（以下「法」とい
う。）に規定する以下の評価を実施する。
ア 法第78条の２に基づく各事業年度分，中
期目標期間終了見込分及び中期目標期間終
了時に係る業務の実績に関する評価（以下
「年度評価」，「見込み評価」，「中期目
標期間評価」という。）

３ 評価事項
(1) 下記(2)及び(3)に掲げる事業年度以外の
各事業年度における業務の実績
(2) 中期目標の期間の最後の事業年度の
前々事業年度における業務の実績及び中期
目標の期間の終了時に見込まれる中期目標
の期間における業務の実績
(3) 中期目標の期間の最後の事業年度にお
ける業務の実績及び中期目標の期間におけ
る業務の実績

２ 評価の種類
 評価委員会は，地方独立行政法人法（以下
「法」という。）第７８条の２第１項に規
定する次の評価を行う。
（１）各事業年度における業務の実績に関
する評価（以下「年度評価」という。）
（２）中期目標期間４年目終了時に行う，
中期目標期間終了時に見込まれる中期目標
期間における業務の実績に関する評価（以
下「中間評価」という。）
（３）中期目標期間終了時に行う，中期目
標期間における業務の実績に関する評価
（以下「期間評価」という。）

４ 評価方法
 (1) 評価は，法人の自己点検・評価に基づ
いて行うことを基本とする。なお，地方独
立行政法人法（平成１５年法律第１１８
号）第７９条の規定に基づき，中期目標期
間における評価は，認証評価機関の評価を
踏まえることとする。
(2) 評価は，「項目別評価」と「全体評
価」により行う。
 ア 項目別評価
    中期目標・中期計画に定められた各項目
の進捗状況又は達成状況を確認し，評価を
行う。
 イ 全体評価
    項目別評価の結果を踏まえ，法人の中期
目標・中期計画の進捗状況又は達成状況の

評価方法 ３ 評価方法
（１） 評価委員会は，法人の自己点検・評
価に基づき，地方独立行政法人法（平成１
５年法律第１１８号。以下「法」とい
う。）第７８条の２第１項に規定する次の
評価を行う。
ア 各事業年度における業務の実績に関する
評価（以下「年度評価」という。）
イ 中期目標期間４年目終了時に行う，中期
目標期間終了時に見込まれる中期目標期間
における業務の実績に関する評価（以下
「４年目終了時評価」という。）
ウ 中期目標期間終了時に行う，中期目標期
間における業務の実績に関する評価（以下
「６年目終了時評価」という。）
（２） 法第７９条の規定に基づき，４年目
終了時評価及び６年目終了時評価を行うに
当たっては，認証評価機関の評価を踏まえ
ることとする。
（３） 評価は，「項目別評価」及び「全体
評価」により行う。
ア 項目別評価
中期目標・中期計画に定められた各項目の
進捗状況又は達成状況を確認し，評価を行
う。
イ 全体評価
項目別評価の結果を踏まえ，法人の中期目
標・中期計画の進捗状況又は達成状況の全
体について総合的に評価を行う。
（４） 評価の透明性・正確性を確保するた
めに，評価結果を決定する前にその結果を
法人に示し，意見の申立ての機会を設け
る。

４ 評価方法
○年度評価，見込評価及び中期目標期間評
価は，「項目別評価」と「全体評価」によ
り行う。
・項目別評価
中期目標・中期計画に定められた各項目の
進捗状況または達成状況を確認し，評価を
行う。
・全体評価
項目別評価の結果を踏まえ，法人の中期目
標・中期計画の進捗状況または達成状況の
全体について総合的に評価を行う。
○評価は，法人の自己点検・評価に基づい
て行うことを基本とする。なお，法第79条
の規定に基づき，中期目標期間における評
価は，認証評価機関が行う教育研究等の総
合的な状況についての評価を踏まえること
とする。
○評価の透明性・正確性を確保するため
に，評価結果を決定する前にその結果を法
人に示して，意見の申立ての機会を設け
る。
○年度評価，見込評価及び中期目標期間評
価の具体的な方法については，別途定め
る。

３ 評価方法
（１）評価は，法人の自己点検・評価に基
づいて行うことを基本とする。
なお，法第７９条の規定に基づき，中間評
価及び期間評価を行うに当たっては，学校
教育法第１０９条第２項に規定する認証評
価機関の評価を踏まえることとする。
（２）評価は，書面調査，ヒアリング及び
現地視察等を通じて行うものとする。
（３）評価は，「小項目別評価・大項目別
評価」及び「全体評価」により行う。
ア 小項目別評価・大項目別評価
 中期目標・中期計画に定められた各項目の
進捗状況または達成状況を確認し，評価を
行う。
イ 全体評価
 小項目別評価・大項目別評価の結果を踏ま
え，法人の中期目標・中期計画の進捗状況
または達成状況の全体について総合的に評
価を行う。
（４）評価の透明性・正確性を確保するた
めに，評価結果を決定する前にその結果を
法人に示し，意見の申立ての機会を設け
る。
（５）年度評価・中間評価・期間評価の具
体的な方法については，別途定める。

２  評価方法
（１）評価は，地方独立行政法人法（以下
「法」という。）に規定する以下の評価を
実施する。
①年度評価  法第78条の２に定める各事業
年度に係る業務の実績に関する評価
②中期目標期間評価  法第78条の２に定め
る中期目標に係る業務の実績に関する評価
（２）評価は，法人の自己評価を付した業
務実績報告書等に基づいて行うことを基本
とする。
なお，法第79条の規定に基づき，中期目標
期間における評価は，認証評価機関の評価
を踏まえることとする。
（３）年度評価及び中期目標期間評価は，
「項目別評価」と「全体評価」により行
う。
①項目別評価
中期目標及び中期計画に定められた各項目
の進捗状況又は達成状況を確認し，評価を
行う。
 ②全体評価
  項目別評価の結果を踏まえ，法人の中期
目標・中期計画の進捗状況又は達成状況の
全体について総合的に評価を行う。
（４）評価の透明性・正確性を確保するた
めに，評価結果を決定する前にその結果を
法人に示して，意見の申立ての機会を設け
る。
（５）年度評価及び中期目標期間評価の具
体的な方法については，別途定める。
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その他 ４ 法人において留意すべき事項
 業務実績評価は，法人から提出される業務
実績報告書を基に行うものであり，また，
評価結果は広く市民に公表されるものであ
ることから，法人は業務実績報告書の作成
に当たっては，専門用語には用語説明を添
えるなど，分かりやすい記述に努めるもの
とする。

※令和３年度業務実績評価の方針について
(R3は1ページ)
令和３年度業務においては，新型コロナウ
イルス感染症の影響を踏まえ，以下の方針
で評価を行う。
 
１ 「公立大学法人福知山公立大学の業務の
実績に関する評価方針」において
１ 評価の基本的な考え方
（１）～（４）略
（５）評価方法については，必要に応じて
工夫・改善を行うものとする。
と定められている。
 
２ この考え方に基づき，新型コロナウイル
ス感染症の影響により，令和３年度に予定
していた事業を実施できなかった計画や令
和４年度以降の事業の取り
組み内容に影響が及ぶことが見込まれる計
画について，公立大学法人福知山公立大学
による自己評価及び公立大学法人福知山公
立大学評価委員会による評価（以下「自己
評価等」という。）を以下の方法で行うこ
ととする。
（１）予定していた事業を実施できなかっ
た計画又は一部実施できなかった計画のう
ち当該計画の趣旨を踏まえた代替策等を実
施したものについては，その実施状況を踏
まえた自己評価等を行う。
（２）予定していた事業を実施できなかっ
た計画のうち，代替策等を検討したが，い
ずれも実施できなかったことがやむを得な
い場合は，「評価不能」とし，大項目の平
均値の算出対象から除外する。
（３）全体評価は新型コロナウイルス感染
症の影響を踏まえたものとする。

３ 新型コロナウイルス感染症の影響の有無
は，法人において事業ごとに判断
するものとする。

４ 評価を受ける法人が留意すべき事項
 評価委員会としての基本的考え方は上記の
とおりであるが，評価を受ける法人が留意
すべき事項は以下のとおりである。
（１）法人は，自己点検・評価の結果や自
己改善等の方法等について，市民の視点に
立って，分かりやすい説明を行うよう留意
する。
（２）法人は，目標の達成に向け，組織内
の責任の所在を明確にし，自己点検・評価
の実施体制を確立する。

５ その他
 この業務実績評価の基本的な考え方は，必
要に応じ，評価委員会に諮ったうえで見直
しを行う。


